
論
第148巻 第1・2・3号

固 有 価 値 の 経 済 学 ・・・・・・・・・・… … … ・… ・… … … ・… … ・… … 池 上 停1

社 会 統 計 学 の 「外 敵 」 と 「内 敵 」 ② ・… ・… ・・・・・… … … ・・長 屋 政 勝22

マ レ ー シ ア の 石 油 権 益 に お け る 連 邦 と 州 の 対 立 ② … 中 島 健54

自 由 貿 易 体 制 下 の 英 国 糖 葉 ② ・・… … ・・… … ・・… ・・… ・… 大 沼 穣65

世 紀 転 換 期 英 国 に お け る地 価 課 税 運 動 ② … … … ・・・… 藤 原 哉76

ス コ ッ ト ラ ン ド坑 夫 繋 縛 制 変 遷 概 観(1)・ … … … … … ・・加 藤 一 弘89

ア メ リ カ 鉄 鋼 資 本 の 多 角 的 事 業 展 開 と

日 米 合 弁 企 業 の 位 置 づ け(1)・ ・… ・… ・・・・・・・… … … … ・・石 川 康 宏107

オ ル タ ナ テ ィブ ・エ コ ノ ミ ー と し て の

プ レ ビ ッ シ ュ 理 論 ・… ・… … ・・… ・… ・… … ・・… ・・… ・… ・… 安 原 毅119

「甲 民 経 済 」 の 「自 立 性 」 に 関 す る 一 考 察 … … ・… … ・・南 有 哲137

日本 に お け る 塩 化 ビ ニ ー ル 産 業 の

勃 興 と そ の 影 響 … … ・… … … ・・・・・・… … … … … ・・・… … ・・岡 本 利 生155

平 成3年7・8・9月

:東那 大 轡 細 密 學 倉



経済論叢.(京 都大学)第 三48巻第1・2・3号,1991年7・8・91月

マ レーシアの石油権益における連邦 と州の対立

一 連邦国家形成の一事例(2)一

中 島 健 二

III連 邦憲法とサラワクの特権

サ バ,サ ラ ワ クは 連邦 加盟 の 見 返 りと して,連 邦 か らの潤 沢 な財 政 援 助 を受

け る こ と とな った。 しか し,交 渉 以 前 か ら豊 富 な石 油 資 源 に 恵 ま れ て い た ブル

ネ イ に と って は,こ の 条 件 は それ ほ ど魅 力 的 な もの で は な か った 。 そ の うえ,

交 渉 の場 で,マ ラ ヤ側 が ブ ル ネ イ の石 油管 轄 権 を連 邦成 立 後 か ら10年 間 に限 定

す る意 向 を示 した の だ か ら,ブ ル ネ イ が構 想 に 最 後 まで 前 向 き の姿 勢 を とれ な

か った の も うなず け る20㌔

と ころ で,こ の10年 間 とい う期 限 は,連 邦 成 立 か ら11年 目の74年 に サバ,サ

ラ ワ クの石 油 権 限 を連 邦 へ 移 譲 す る方 針 を打 ち 出 した新 石 油 法 が制 定 され た こ

と と符 号 して お り,興 味 深 い。 は た して マ ラ ヤ連 邦 政 府 は サ ラ ワ ク沖 合 油 田 が

まだ発見されていない時点で,ボ ルネオ地域のすべての耳油を10年程度をめど

に 自 らの 手 に移 管 す る意 図 を持 って い た の だ ろ うか 。 少 な くと もマ ラヤ政 府 は

サ ラ ワク との連 邦 加 盟 交 渉 の場 で は,石 油 の権 限 に対 す る将 来 的 な意 思 を示 さ

なか ったau。 そ の理 由 は確 証 で きな いが,お そ ら くた とえ サ ラ ワ ク沖 で の大 型

油 田発 見 の公 算 が 大 ぎか った に して も,連 邦 が そ の権 限 を 確保 す るた め の 法 的

根 拠 をま だ有 して いな か 一フた こ とに あ る の で は な い か 。 ブ ル ネ イの 主 力 油 田 は

20)1963年2月 の交渉では連邦側が ブルネイの政府収入 と外 貨準備 に一定 の保 証 を確約 し,ブ ル ネ

イ代表 はマ レー シア参加 への姿勢 を表 明した。連邦が石油管轄権 の移譲 を提 案 したのは 同月6月

の交渉の場で ある。Silcock,T-H..E.K.Fisk,op.LIE.,PP.54-55.Ongkili,J.P.,OP.cit.,P.

172.

21)DatukBinSedan,oゆ.`f'、,p.123.
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海 岸 に位 置 して い たか ら,豊 富 な石 油 資源 の管 轄 の 問 題 は す み や か に決 着 をつ

け るべ き懸 案事 項 で あ った 。 そ して そ の交 渉 は決 裂 した 。一 方,微 妙 な タ イ ミ

ン グか ら,連 邦 とサ ラ ワク の交 渉 の場 で は,石 油 は 話題 に もの ぼ らな か った の

で あ る。

しか し,最 初 の沖 合 油 田が 発 見 され た後 も,さ らに は66年 に 「大 陸 棚 法 」 と

「石油 鉱 業 法 」 が制 定 され,沖 合 油 田 を領 有 す る法 的 根 拠 を確 立 した後 も,連

邦 側 は 石 油 の問 題 を持 ち出 そ う とは し なか った 。 重 要 な こ とは,土 地 資 源 と開

発 政 策 に対 す る権 限 の所 在 とそ の 不可 侵性 の保 障 とい うIGCの 合 意 原 則 が こ

の 間 に打 ち立 て られ た こ とで あ る。 この合 意原 則 は 両 州 を連 邦 加 盟 へ と歩 み 寄

らせ た 最 大 の誘 因 の 一 つ な の で あ り,連 邦 政府 は そ れ に 明 らか に抵 触 す る二 法

の 適 用 に よ って,沖 合 原 油 へ の期 待 を強 く抱 い て い た サ ラ ワ ク州 の反 感 を不 必

要 に買 うこ と を恐 れ たの では ない か と思 わ れ るの で あ る。折 も折,65年 に シ ン

ガ ポ ー ル が 連邦 を離 脱 し,連 邦 構 想 の 基 軸 が崩 れ た こ とや対 シ ンガ ポ ール 自 由

貿 易 の終 息 へ の 失望 な どを理 由 に,サ バ,サ ラ ワ クか ら も連 邦 維 持 の 再検 討 や

離 脱 を 要求 す る声 が 一部 の有 力 政 党 か らあが って い た22>。

とは い え,ブ ル ネ イ との交 渉 の なか でマ ラヤ 政 府 が将 来 の石 油 資源 の移 管 の

意 思 を 一度 で も表 明 した こ との意 味 は け っ して 小 さ くな い。 とい うの は,た と

え連 邦 加盟 時 に 州 の 石 油権 限 が 憲 法 に よ って保 障 され た と して も,ブ ル ネ イ の

ス ル タ ンの法 律 顧 問 が述 べ て い る よ うに,連 邦 政 府 が 石 油 権 益 に 固執 し続 け た

と した ら,憲 法 改正 とい う非 常手 段 に 訴.えて で もそ れ を奪 い 取 る こ とは可 能 で

あ った か らで あ る28)。結 局,こ の 懸念 が最 大 の 障害 とな り,ブ ル ネイ は イ ギ リ

22)サ バの 自律性 を主張 し,親 連邦派の指導者 ムス タファ(州 知 事)と ことごと く対立 して きた

UPKO(UNKOの 後身)の 指導 者で州 主席 大臣のステ ファンは,64年 末に連 邦政府の任命 で ク

ァ ラソプルへ赴 任 とな り,本 拠地か ら引 き離 され てい たが,シ ンガポールの分離 をきっかけ に,

サバ のマ レー シア残 留の当否 を問 う住民投票 の実施 を暗 に提案 し.連 邦 内閣か らも罷免 されて し

ま う。伊藤潔 「マ レー シア ・サバ州にお ける複合民族社会 の政治事 情」 『アジア研究 所紀要』第

13巻,1986年167一 ⊥68ページ0

23)「 石油 に対す る権 限を誰 が有す るか とい う問題 だけで はな く,新 たな油 田が将 来発 見された場

合,そ の土地 に誰 が権 力を行 使で きるか とい うこともまた問題で ある。土地は現行 のマ ラヤ,サ

ラワ ク,サ バの 憲法 で も州 の権 限 とされて きたが,憲 法 改正に よって錫鉱 山とその生 産の支配/
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ス保 護 領 の ま ま と どま る こ と と な った の で あ る5

マ レ ー シ ア憲 法 は 世 界 で も最 も改 正 の 多 い憲 法 と して有 名 で あ り.一 般 には

連 邦 下 院 の2/3の 多 数 決 で改 正 は可 能 とな る。 しか し,サ バ,サ ラ ワ クの 特 権

的 地 位 に関 係 す る条 項 に関 して は,こ れ ら2州(も し くは 関 係 す る どち らか1

州)の 同意 を必 要 とす る。 言 い換 えれ ば,改 正 に 対 して これ ら2州 は.拒否 権 を

発 動 す る こ とが で き る。 た だ し,そ の 同意 を与 え るの は 両 州 の議 会 で は な く,

体 制 の象 徴 的地 位 に あ る知 事(Governor)で あ る と され た 。 は た して知 事 が住

民 の コ ン.センサ ス を 得 た うえで,そ れ を同 意 権(拒 否 権)の 行 使 に反 映 さ せ る

か ど うか は保 証 の 限 りで は なか った24)。 そ の うえ,65年 の シ ンガ ポ ー ル の離 脱

が 連 邦 議 会 のi勢力 地 図 に重 大 な影 響 を与 え る こ と とな った。 連 邦 発 足 直後,シ

ンガ ポ ール とサ バ,サ ラ ワ クを合 わ せ た連 邦 下 院 の議 席 数 は か ろ う じて1/3を

越 えて い た が,シ ン ガ ポ ール離 脱 後,両 州 の 議席 数 は1/3を 割 り込 ん だ。 マ ラ

ヤ 側 は こ う して両 州 の知 事 の 同意 さえ あれ ば,.住 民 の総 意 を計 る こ と もな く.

憲 法 の改 正 に踏 み切 る こ とが 可能 とな った ので あ る25)。 しか も.マ ラヤ連 合 党

=連 邦 政 府 は この肝 心 の知 事 の ポ ス トにマ レ ー ・イ ス ラム の人 物 を据 え る こ と

に成 功 して い た。 マ レ ー シア 条 項 で保 障 され た サバ,サ ラ ワ クの 自律 的 な 地位

と は裏 腹 に,知 事 や行 政 を担 う首 相 の 職 に親 中 央 政 権 の人 物 をっ け,彼 ら を遠

隔 操 作 す る こ とがUMNOな どマ ラヤ側 の 干渉 の常 套 手 段 と され た の で あ る。

この 点 につ い て は,次 の 節 で も触 れ る。

要 す るに,66年 の 二 法 の即 座 の サ バ,サ ラ ワ クへ の適 用 は 両 州 をい た ず らに

刺 激 す る こ とを恐 れ ℃実 行 され な か ったが,連 邦政 府 は いず れ は 両 州 へ それ を

適 用 す る とい うかた ち で,マ レ ー シア 条項 を破 る余 地 を残 し た。 州 は 憲 法 を盾

に それ を拒 否 す る こ とが で き るの で あ り,実 際,サ ラ ワ ク州 政 府 は 「大 陸 棚」

＼権 を連邦政府ほ手中にしてきた。同じことがブルネイがマレーシアに加盟した場合に石油産業に
おいて起きるかも知れないという疑いは残 る」。

InterviewwithjusticeNeilLowson,Q.C.,Lewes,England,June,ユ972,cit.from,

Ongkili,エP.,OP.`髭.,PP.172-173.

24)DatukNicholasFungNgitChung,op,cit.,p.110,DatukDinSerian,op.C,p・130.

25)DatukNicholasFangNgitChung,op.cit.,p.エ09.
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の拡 張 に難 色 を示 した の であ るが,憲 法 改 正 とい う非 常 手段 が原 理的 に実 行 可

能 で あ る とい うこ とは そ れ 自体 で,州 に対 す る大 きな威 圧 とな って い た。68年

7月 に サ ラ7ク 最 初 の沖 合 油 田が 生 産 を開 始 し,原 油生 産量 は前 年 比4.4倍 、

生 産 額 は4.8倍 に 達 した26)。 石 油 企 業 の所 得 が増 大 す る関係 上,こ こ に い た っ

て.こ の油 田 を含 む大 陸 棚 一 帯 の 資 源 が どこの 管 轄 下 に あ るのか を改 め て 明確

に定 め てお くこ とが緊 要 の 問題 と な った 。

連 邦 政 府 蔵 相 とサ ラ ワ ク州 首 相 タ ウ ィ ・ス リ との12月 の会 談 で,「 大 陸 棚 法 」

の 拡 張 問 題 につ い て初 め て話 し合 い が もた れ た 。 席 上,連 邦 政 府 か らの特 別 助

成 金 の うちescalatinggrantを69年 の2,700万Mド ル か ら70年 に1,200Mド ル へ

削 減 す るか わ りに,沖 合 原 油 生 産 か らの収 入 は す べ て サ ラ ワク州 が確 保 す る と

い う案 が 連 邦 政 府 か ら出 され,タ ウ ィ ・ス リ首 相 は そ れ に同意 した とい う。 こ

れ は 連 邦 側 が 「大 陸 棚 法 」 の 拡 張 を あ き らめ るか延 期 す る こ と を意 味 す る。 た

だ し,こ の取 引 の 内容 は 首 相 の後 日の説 明 に よ る もの で,連 邦 側 に公 式 の 記 録

は な い 。 サ ラ ワ クの 原 油 生 産 が そ の後 も急 増 して い くな か.翌 年10月 に州 の閣

僚 全 員 が ク ア ラル ン プル に呼 ば れ,資 源 の帰 属 問 題 が再 び交 渉 され た こ とは,

最 初 の接 触 で折 合 が っ か なか った こと を示 して い る。 しか し,こ の交 渉 で も合

意 に達 す る こ とが で きず,連 邦 政 府 は た だ ち に,前 回 の交 渉 で話 題 に の ぼ った

と思 わ れ るescalatinggrantの 削減 に加 えて,balancinggrant(そ れ ま で毎

年580万Mド ル 拠 出 され て い た)の 廃 止 を 通告 した 。 そ の うえ,こ の条 件 を受

け入 れ て で も石 油 の権 限 に 固執 す る よ うで あれ ば,当 時 発 令 中 の緊 急 事 態 宣 言

を法 的 な根 拠 に(次 節 で説 明),サ ラ ワ ク大 陸 棚 の 連邦 領 へ の併 合 を 行 使 す る

こ と を示 唆 した 。 緊 急 事 態 は そ の後 終 息 し,併 合 の 措 置 は 実 際 には と られ なか

った が,連 邦 政 府 の こ の よ うな強 硬 な態 度 の ま え に,州 政 府 は沖 合 資 源 の 連 邦

へ の帰 属 をそ れ 以後,実 質 的 に認 め ざ る を得 な くな り,石 油収 入 を連 邦 政府 が

受 け取 る こ とが確 実 とな った の で あ る27)。

26)註6)に 同じ。

2?)こ の2度 の交渉の模様はLeigh,M.B.,The.DevelopmentofPoliticalOrganizationand

LeadershipinSarawak.EastMa-aysia(AThesisPresentedofCornellUniversityfor/
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マ レ ー シ ア条 項 では,64-68年 のescalatinggrantは 毎 年 順 に3.5,7.11.5,

16,21(単 位:100万Mド ル,以 下 同)と 規 定 され たz8》。 上 述 の会 談 か ら69年

に は それ が27に ま で拡 大 され た こ とが わ か る。69年10月 に 出 され た連 邦 政府 の

提 案 は それ を翌 年 に ユ5削減 し,さ ら にbalancinggrant5.8を 廃 止 す る とい う

もの で あ った が,こ の総 削 減 額17.8は69年 の 連 邦 政 府 か らの資 金 配 分 の45%

州 政 府 の経 常 歳 入 と開発 予 算 歳 入 の18%に も相 当す る。 した が って,も しそ れ

が実行に移 されれば 州財政への影響は計 り知れず,突 然の提案に対応 を縛る

時 間的 余裕 は な か った は ず で あ る。

で は,そ の 見返 りと して 得 られ る石 油9イ.ヤ ル テ ィは ど うで あ った か 。 お お

よそ の 見 当 の域 を越 え ない が,71-75年 の マ レー シア の ロ イヤ ル テ ィは 総 額

350(州 政 府178,連 邦 政 府172)で あ り,こ れ は 同 期 間 の 原 油 生 産 額2,600の14

%に 相 当 す る。 こ の14%と い う比 率 は,60年 代 後 半 か らのOPECの 統 一 課 税

方 式 にお け る 〔ロイ ヤル テ ィ/公 示 価 格 〕 の値12.5%に 近 似 す る 。 そ こで,こ

の 比率 が71年 以 前 に も妥 当す る こ と,71年 以 後 の連 邦 政 府 の取 り分 が も と も と

州 政府 の取 り分 で あ っ た もの を取 り崩 す もの で あ った と仮定 す る。 この 仮 定 は

連 邦 「石 油 法」 に も とつ く71年 以 降 の連 邦 政 府 の対 企 業 交 渉 力 とそ れ 以 前 の 州

単 独 の 交 渉 力 を 同一 視 して い る点 で,州 の収 入 を過 大 に算 定 す るお それ が あ る。

しか し,そ の仮 定 に も とづ い て概 算 して も,ロ イヤ ル テ ィは69年2.7.70年 に

は5.2に しか な ら ない 。71年 に は23と 算 定 され る29)。 した が って,70年 の 一 年

間 に限 れ ば,連 邦 の財 政 支 援 の減 額 を石 油 収 入 で 補 うこ とは 到 底 で き なか った

と思 わ れ る。

つ ま り,サ ラ ワ ク州 政 府 は69年 の 交 渉 時 点 で 石 油 収 入 をは るか に上 回 る財 政

＼Ph.D.)1971,pp.233-234に よ るD

28)DatukBinSerjan,ψ 一`∫f.,P・123.

29)原 油 生 産額 は註26),ロ イ ヤ ル テ ィは 註10)に 同 じ。OPECの 統 一 課 税 方 式 に つ い て はGhanem.

S.,OPEC=TheRiseandFallofcatExclusiveClub,KeganPaulInternational,1986,chap.

6.な お,12.5%の 比 率 は サ バ ・シ ェル とサ バ 政 府 との 協 定 に おい て実 施 され た こ とは確 認 で き

る.S・m…A.,C・L…9,・d・ ・ 伽 鰍 ・吻 ・・勘 渉・ryofSabah・1881-1981・S・bahS・ate,

P.299.
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援 助 の 削減 を突 き付 け られ た の で あ る。 お そ ら く原 油 生 産 の潜 在 的能 力 は 強 く

・認 識 され て い た で あ ろ うが
,当 面 の 収 入 の 減 少 が いつ 回復 す るか まで は確 定 で

きな か った で あ ろ う。 た と え,そ れ を覚 悟 の うえ で あ くま で石 油 資 源 の主 権 を

主 張 して み て も,非 常 事態 の 特 別 立 法 措 置 として 州 沖 合 を併 合 す る こ と も辞 さ

な い とい うこ と.を示 唆 され た 以上,州 政 府 が 譲 歩 に応 じ る以 外 に選 択 の 余地 が

なか った と い うの は 当然 で あ る。

Iv結 末一 連邦体制の中央集権化 と石油資源の移管一

69年 の サ ラ ワク の石 油 生 産 量 は ま だ相 対 的 に 少 な く,連 邦 が ボル ネ オ2州 の

石 油 権 限 を完 全 に独 占す る76年 の 同 州 の生 産 量 の わ ず か8%に す ぎな い。 しか

し,そ の 潜 在 的 能 力 を見 越 して い た か ら こそ,州 政 府 は 管 轄 の 移 譲 に抵 抗 し,

連 邦 政 府 は 強 硬 な態 度 で そ の実 現 を 図 った の で あ る。 サ ラ ワ ク産 石 油 へ の連 邦

政 府 の 課 税 は71年 か ら行 な われ た が(第1節 参 照),こ の持 す で に連 邦 政 府 は

イ ン ドネ シ ア に な らっ て 「生 産 分 与 契 約 」 を実 行 す る準 備 に 入 って い た と思 わ

れ る。 とい うの は,政 府 が この 年 は や く もサ ラ ワ ク ・シ ェル に対 して ロイヤ ル

テ ィの一 部 を 現物 で 支 払 う よ うに要 請 して い るか らで あ る。 そ の ね らい は 原 油

マ ー ケテ ィ ン グの経 験 を積 み,将 来 の 新 方 式 の も とで分 与 され る原 油 の販 売 能

力 を高 め て お く こ とに あ った80)。

71-75年 の州 か ら連 邦 へ の 石 油権 限 の 移 行 期 は,国 際 石 油 市 場 が さ らに供 給

側 の地 歩 を高 め て い く時期 で あ った 。73年 末 ま で に中 東OPEC諸 国 は公 示 価

格(postedprice;中 束 産 油 国 の課 税 参 照価 格 。 もと も とは メ ジ ャー ズ が 独 占 的

に設 定 した 中東 か らの原 油積 出価 格)を メ ジ ャ ー ズへ 諮 る こ とな しに 引上 げ る

交 渉 力 を獲 得 し.た。 中東 の公 示 価 格 は70年 か ら74年 初 にか け て5倍 以 上 に急 騰

し,原 油 は 一 挙 に高 価 格 時代 を迎 え る こ と とな った 。 また,中 東OPECは60

年 代 末 か らの 懸 案 で あ った 「権 利 参 加 」(participation)を 果 た し,そ れ に よ.っ

て,こ れ ま で譲 渡 して い た石 油 利 権 を企 業 の 未償 却 の 投 下 資 産 を代 価 と して部

30)Adnan.M.A.,砂.o鵡,p,2憂9.
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分 的 に買 戻 し,以 後 そ の割 合 に応 じて原 油 を分 与 され る権 利 を得 る こ とと な っ

た 。 政 府 の 原 油 は 実 勢 価 格 よ り高 く売 れ,系 列取 引 で は ない 販 売 を テ コに売 手

市 場 を確 立 した 。

マ レ ー シ ア連 邦 政 府 は この順 風 に 乗 って,74年7月 に,「 石 油 鉱 業 法 」 に代

わ っ て 「石 油 開 発 法 」(PetroleumDevelopingAct)を 制 定 した 。 そ の 眼 目は

第 一 に,イ ン ドネ シア に な ら って マ レ ー シア 国 営 石 油 公 社(PETRONA

S)を 設 立 し,同 機 関 へ この 国 の 石 油 資 源 の 所 有権 を全 面 的 に移 譲 す る こ とで

あ る。 したが っ て,こ れ ま で法 的 に 未 解 決 の ま まで あ った サ バ,サ ラ ワ ク両 州

の 石 油 管 轄 権 も同機 関 に完 全 に 移転 され,同 時 に,そ れ ま で石 油 会 社 に譲 渡 さ

れ て い た石 油 の利 権 は す べ て 無 効 とされ る こと とな った。 第 二 の 眼 目は,PE

TRONASが 石 油 資 源 の所 有 者 で あ るの み な らず,そ の 開 発 を管 理 す る 唯.

一 の事 業 主 体 で あ る と され た こ.とで あ る
。 翌 年 に改 正 法 が 出 され,PETRO

NASの 管 理 は石 油 製 品,石 油 化 学 製 品 の マ ー ケ テ ィン グに ま で拡 大 され た 。

同法 の も とで石 油企 業 が 政 府 と生 産 分 与 契 約 を結 べ ば打 撃 を受 け る こ とは 必 至

で あ った。74年 に生 産 を開 始 した ば か りの エ ヅ ソは所 期 の予 想 利 潤 の圧 縮 が厳

し く,75年 に事 業 を一 時 停 止 して 抵 抗 を試 み た。 よ うや く76年 末 に連 邦 政 府 と

シ ニル,エ ッソ との 間 で 合 意 を見 て,新 しい生 産 分 与 契 約 が締 結 され た 。 なお,

この と きに ま だ探 鉱 段 階 に あ った コノ コは この2社 の契 約 条 件 を不 満 と して撤

退 し,そ の 鉱 区 はPETRONASの 子 会社 に受 け継 が れ た31》。

生 産 分 与 方 式 に よ って,州 の石 油 収 入 は連 邦 と折 半 され る ロ イ ヤ ル テ ィ に

限 定 され る こと とな った 。 それ は原 油 生 産 量 の5%に 相 当 す る。 そ れ に 対 し

て,連 邦 側 の取 り分 はPETRONASが 生 産 量 の27%,政 府 が36.5%と な

31)「 石油開発法」 について は,石 油公 団企画 調査 部他,前 掲論文,10-13ペ ージ。 コノコめ撤退

は78年 で,同 年PETRONASの 子会社PETRONASCARIGALIが 設 立され.そ の鉱区を引

き継いだ。.同社の初 の油田発見 は81年 み83年 には同社 が単独 で保有 する鉱区はマ レーシア全鉱区

の42%を 占め るにいた った。 こ うした上流部門の 自前 の能 力の拡充 のか たわ ら,PETRONASの

方針 とされた下流部門への進 出は83年 の独 自の製 油所建設 を もって本格 化 してい く。 それ までの

3っ の製油所はいずれ もニ ッ ソかシェルの所 有 と経営 に よる ものであ った。石 油公団企画調査終

値,同 上論文,2,13,ユ5ペ ージ。
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る627。両 者 の 差 は 歴 然 と して い るが,こ の局 面 に お い て は,連 邦 とサ ラ ワ ク州

との交 渉 よ りも連 邦 とサ バ 州 と の交 渉 の方 が長 く続 い た 。 サ ラ ワ ク州 は71年 か

ら実 質 的 に そ の 石 油権 限 の 大 半 を連 邦 政 府 へ 委 ね て い た か ら,今 回 の交 渉 も即

決 で は な か った に せ よ,75年 に権 限 は 正 式 に放 棄 され た。 も っ と も,71-75年

の石 油 収 入 を概 算 す る と連 邦 が624,サ ラ ワ ク州 が168で あ っ た か ら,新 方式 に

よ っ て,連 邦 の 方 が収 入 の シ ェ ア を さ ら に伸 ば す こ と とな り,サ ラ ワ ク州 が 一

層 不利 な条 件 に追 い込 まれ た こ とに 違 い は ない 。 それ に対 して,サ バ 州 政 府 が

一 方 の契 約 当事 者 とな
って い た サ ・ミ・シ ェル の 生 産 開 始 は75年 で あ り,76年 に

は い き な りマ レー シ ア第 二 の 油 田 を抱 え る こ と と な った 。 石 油 危 機 に よ っ て石

油 の重 要 性 が 格 段 に高 ま っ た こ とを考 え れ ば,60年 代 末 の サ ラ ワク以 上 に,そ

の 管轄 権 をす ん な り移 転 す る こ とに相 当 の抵 抗 を感 じた こ とは 想 像 に難 くな い。

サ バ州 が土 地 お よ び資 源 に関 す る憲 法 上 の権 利 を放 棄 す る こ と に最 終 的 に合 意

した の は76年6月 の こ と で あ った 。

と ころ で,サ ラ ワ クの68,69年 の交 渉 で石 油 権 限 の移 譲 に難 色 を示 した 州 政

府 は,中 央 に反 発 す るSNAPの 首 相 ニ ンカ ン がUMNOの 露 骨 な圧 力 に よ っ

て 解 任 され た後 の マ レ ー ・イス ラ ム派 の親 連 邦 政権 で あ っ た。 この 時期,マ レ

ー シ ア 中央 の与 党連 合政 党 と連邦 政府 は2度 にわ た り
,サ ラ ワ クを巻 き込 む 非

常 事 態 宣 言 を発 令 して い る。 最初 は67年 に先 の ニ ン カ ン解 任 後 の混 乱 の収 拾 を

図 るた め に 同州 に出 され た もの で,そ れ に よ って首 相解 任 を不 当 とす る サ ラ ワ

ク高 等 裁 判 所 の 判 断 が斥 け られ た887。二 度 目は69年5月 の 西 マ レ ー シ ア で の

32)Fイ ヤル.アイは生産量の旦0%でそれが連邦 と州政府とで折半 される。生産量の20%は コ入卜名

目で企業の取 り分。残 りの70%が 企業3=PETRONAS7の 比率で分与される。この所得からそ

れぞれ45%が 所得税として連邦政府に与えられる。;」ッソ,シ ェルとの具体的な協定はこの原則

に従 っているが,配 分比率には若干の差がある。Adnan,M,A.,⑳.cfε.,p・24乳

33)SNAPの 指導者で州政府の初代主席大臣となったニンカンは,サ バのステファン同様にサラ

ワクの独 自の地位を維持することに政策運営の力点を置いていた。一方,サ バのムスタファ同様

に,連 邦政府はマレー ・イスラム集団の指導者の一人であるタイプを通.じて,州 の与党連合の切

り崩しと再編を画策した。両者の最大の対立点は,憲 法によ一.て保証されていたブ ミプ トラの保

留地を売買できるようにする土地改革法 をニンカソが成立させようとした問題であった。 ニンカ
ンはむしろこの特権が貧 しい現地住民 を土地へ縛 り付け,彼 らの資金不足の原因になっていると

考えた。タウィ・スリは,議 会少数派に転落したニンカンを連邦政府首相が解任 した後に任命ノ
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「人 種 暴 動 」(総 選 挙 の 結 果 を め ぐる ア レ ー人 と華 人 との偶 発 的 な 衝 突 と 流

血)の 直 後 に発 令 され た もの で,前 節 で み た よ うに,連 邦 政 府 は この 非 常 事 態

宣 言 を盾 に して サ ラ ワ ク州 政 府 へ石 油 権 限 の移 転 を迫 ワた の で あ る。 マ レ ー シ

ア 連 邦 憲 法150条 に よれ ば,非 常 事 態 の間 ほ憲 法 の至 高 性 が 否定 され,連 邦 議

会 が 非 常 事 態 に際 して の そ の必 要 性 を判 断 した うえで 可 決 した 法 律 は た とえ連

邦 憲 法 との整 合 性 に欠 け て 亀有 効 と され る84》。 連 邦 政 府 め 強 硬 な態 度 は こ う し

た 法 的 正 当性 に支 え られ て い た の で あ る。11

しか し,こ こで指 摘 して お くべ き こ.とは,最 初 の非 常 事 態 宣 言 で安 泰 と な っ

た 親 連 邦 政 権 が,第 二 の 非常 事 態 宣 言 中 に石 油 権 限 を め ぐって容 易 に 連 邦 政 府

と折 合 が つ か な か った とい う事 実 で あ る。 興 味 深 い こ とに,サ バ にお いて 連 邦

の石 油権 益 の拡 張 に反 発 した の も,そ れ ま で連 邦 政 府 に従 順 で 「マ レ ー化 」 を

積 極 的 に推 進 して い た 政 権 で あ った 。 す な わ ち,マ ラヤ連 合 党 ゐ 後 ろ盾 の も と

に 州 知 事,首 相 を歴 任 し,60年 代 末 にUPKO(UNKOの 後 身)を 勢 力 減 退

と解 散 に 追 い 落 とした 実 力 者 ムス タ フ ァは,「 石 油 開発 法」 の収 入 配 分 に強 い

不 満 と反 対 を唱 えた 。 これ が,ム ス タ フ ァが連 邦 政 府 か ら離 反 し,分 離 独 立 を

考 え るに 至 る重 要 な一 因 とな った の で あ る85》。

連 邦 体 制 にお け る特 権 的 な地 位 こそ が サ バ.サ ラ ワ クを連 邦 へ と引 き付 け た 。

石 油 を 含 む 土 地 お よ び 資 源 の 主 権 の 保 障 も そ の 一 つ で あ っ た 。 に もか か わ らず,

マ レ ー シ ア 連 邦 の 中 央 勢 力 は 連 邦 発 足 当 初 か ら,中 央 が 強 大 な 権 力 を発 揮 し う

る マ ラ ヤ 連 邦 体 制 の 拡 大 を め ざ し た 。 そ し て.遠 隔 操 作 を 容 易 に ほ ど こ せ る

くマ レ ー ・イ ス ラ ム〉 寄 りの 政 権 を 両 州 に こ し ら え る こ と に 腐 心 し た 。 マ ラ ヤ

の 与 党 連 合 政 党 に と っ て,連 邦 下 院 の2/3以 上 の 議 席 を つ ね に 確 保 し て お く こ

＼ され たのであ った。 田村慶 子,前 掲論文,23-27ペ ージ,伊 藤潔 「マ レーシア ・サラ ワクにおけ

る複合 民族社 会の政治事 済」rア ジア研究所紀要』第14巻,1987年,171-172ペ ージ。

34)DatukNicholasFungNgitChung,OP.`証.PP.106-107.

35)註22)参 照。下元豊 「マ レーシア ・サバ州 における政 党政 治の展開1961-1976」rア ジア経済』

第27巻 第7号,1996年,41-42ペ ージ。 連邦政府 は石油 の利益配分 の問題で反発す るム スタファ

への報復 措置 として,76年 に当時実施中の第3次 マレーシア開発計画 のサバでの実 行を一 時見合

わせ,ム スタ7ア とUSNOを 連邦 離脱の具体 的な検討へ と追い やるこ ととなった。 土生 良樹

「サバ州(マ レーシア)の 政変」『海 外事 情』1985年,.第9号91-92ペ ージ。
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とが憲 法 改 正 の行 使 能 力 とい う点 か ら絶 対 的 な権 力 の基 準 と され た の と同 様 に,

一リ.バ,サ ラ ワ クの政 権 トップの後 ろ盾 と して構 えて お く こ とが両 州 に 関連 す る

憲 法 の修 正 を可能 に す る とい う意 味 で 絶 対 的 な威 圧 の手 段 とな った。 と こ ろが,

こ う して 出 来上 が った 政権 で さ え,連 邦 成 立 復 しば ら く して 慎重 に持 ち出 され

た石 油権 限 の 州 か ら連邦 へ の 移 行 の提 案 に は容 易 に 同意 しな か った。 サ ラ ワ ク

州 の場 合.そ こ で持 ち出 され た の が,も う一 つ の特 権 で あ る特別 助成 金 の 削減

で あ り,さ らに は 非 常 事 態 宣 言 下 で公 布 され る法 律 の憲 法 に 対 す る優 越 性 で あ

った。 サ バ 州 の場 合,ム ス タ フ ァは連 邦 に と って好 ま しか ら ざ る指導 者 と見 な

され,連 邦 は彼 を政 権 か ら排 除 す る動 きに 出た 。

この よ う に,石 油権 限 の問 題 は 連 邦 発 足 当初 に標 榜 され た く連 邦 一 ボ ル ネ オ

2州 〉 の望 ま しい 関係 に した が って 解 決 され た の で は な く,む しろ連 邦 が ボ ル

ネ オ2州 に対 して 中央 集 権 的 な権 力 を確 立 して い く うえ で の重 要 な要 素 とな っ

た の で あ り,ま た この 関係 の変 質 に沿 って 解 決 され た の で あ る。71,76年 の憲

法 改 正 に よ って,連 邦 形 成 の最 大 の要 諦 と も言 え るサ 六,サ ラ ワ ク現 地 住 民 の

マ レー人 と同等 の特 権 的 地 位(註11参 照)と 宗 教 の 自 由 に関 す る規 定 が撤 廃 さ

れ,マ レー 「同化 」 政 策 の方 向 が 明確 に打 ちだ され る こ と とな っ た細 、

76年 以 降 の マ レー シア の経 済 発 展 に と って,石 油 つ づ いて 天 然 ガス が果 た し

て きた 役 割 は測 り知 れ な い日7)。しか し,連 邦 政 府 に よ る石 油 ・天 然 ガ ス関 連 産

業 の 育 成 は,本 稿 で見 た よ う な歴 史 か ら出発 して い る。 連 邦 体 制 下 の 「国 民 経

済」 は そ れ 自体 政 治 的 な力 関 係 か ら生 じた もの で あ る。 本 稿 はサ バ,サ ラ ワ ク

が 単 独 で(あ る い は ブル ネ イ を含 め た連 合 組 織 と して)独 立 で きたか ど うか.

36)UatukNicholasYungNgitChun呂,曜).面`.,PP.ユ0ユ ー102.

37)連 邦政府経常収入 に占めるPETRONASの 所得税 の比率 は76年 の3.7%か ら84年 の18,3%へ,

また石油関連収入の比率 も75年 の8%弱 か ら80年 の20%弱,81-85年 で21%か ら25%程 度へ と着

実 に上 昇(80年 に原油輸出従価税(輸 出額の25%)が 付加 される ようにな った ことが大 きな要因).

さ らに,80年 代初め の開発支出 の増大 の際 の国内最大 の資 金源はPETRONASで あ った。 また,

天 然ガス を主な動 力源 ・原料 としてニ ネルギ ー集約的 な資 本財 ・中 間財 を生産 する プロジ ェク ト

btPETRONASと 外資導入 を軸 に80年 代 に次 々 と展開 され てい く。財 政については木村睦夫,

前 掲論 文112ペ ージ,第19表,安 田信之 「ブ ミプ トラ政策 と工業 調整 法」堀 井健 三他編,前 掲

書,167ペ ージ,第7表,『 アジ ア ・中東動 向年報』各年版 を参照。
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あ るい は 両 州 が 石 油 資 源 とそ の収 入 を 単 独 で 最 大 効 率 的 に配 分 で き.たか ど っか.

両 州 が 単 独 で 「石 油 開 発 法 」 の よ うな法 整 備 を行 な った うえで 企 業 と渡 りあ っ

て い け た か ど うか とい う議 論 の立 て 方 を して こ なか った 。 こ う し顔問 題 に は い

ず れ も否 定 的 な答 が返 って く るで あ ろ う し,そ こか らは 連 邦 の権 限 の高 ま りは

一 概 に否 定 で きな い とい う議 論 が 導 きだ され るで あ ろ う。 だ が,こ れ は これ で

一 面 的 な論 理 を免 れ な い こ と も事 実 で あ る。 要 す る に問 題 の所 在 は連 邦 の権 限

強 化 に い た る手 続 きの 正 当 性 い か ん なの で あ る。 昨 年10月 の マ レー シ ア総 選 挙

で,サ バ 州首 相 率 い る 「サ バ 統 一 党 」(PBS)が 連 邦 の与 党 連 合 か ら野 党 側

に く ら替 え し,マ ハ テ ィ ール 連 邦 政 権 を怒 らせ た が,サ バ が 原 油 ロイヤ ル テ ィ

の分 配 を め ぐって 連 邦 政 府 と対 立 して い る こ とが そ の背 景 に あ る と新 聞 は 報 道

して い る88)。石 油 をめ ぐる利 害 の対 立 は現 在 ま で 尾 を 引 い て い るの で あ る。
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38)『 朝 日新聞』199ユ年1月6日 特派員電。


